
地区名�

ごみ区分�

９月のごみ収集日程は、下記のとおりとなっておりますので、ご確認の上、きちんと分別して出してください。�

◆９月のごみ収集日予定表（日付は９月の収集日です）�

越　河�
斎　川�
大　平�

火� 月� 金� 木� 金� 月� 水�

火・金�

2・6・9・�
13・16・�
20・27・�
30

  6・13・�
20・27

  5・12・�
26

  5・12・�
26

  2・  9・�
16・30

1・8・15・�
22・29

  2・  9・�
16・30

  7・14・�
21・28

1・5・8・12・15・22・26・�
29

  1・  5・  7・  8・�
12・14・15・21・�
22・26・28・29

2・6・7・9・�
13・14・16・�
20・21・27・�
28・30・�

月・木� 月・水・木� 火・水・金�

  6日（火）�

13日（火）�

20日（火）�

20日（火）�

27日（火）�

�

�

7日（水）�

14日（水）�

21日（水）�

21日（水）�

28日（水）�

2日（金）�

�

�

16日（金）�

2日（金）�

�

�

16日（金）�

5日（月）�

12日（月）�

�

�

26日（月）�

ペットボトル�
（第１曜日）�
び  ん  類�
（第2・第5曜日）�

紙　　類�

もやせるごみ�

缶�
（第3・第5曜日）�
プラスチック�
（第３曜日）�
もやせないごみ�
（第４曜日）�

大鷹沢�
白　川�
小下倉�

大鷹沢田中� 福　岡�
小　原�

市街東北本線�
東　側�

鷹　巣� 市街東北本線�
西　側�

5日（月）�

12日（月）�

�

�

26日（月）�

９月のごみ収集日について（お知らせ）�

　生活環境課　022－1314

1日（木）�

�

�

15日（木）�

22日（木）�

○不忘・川原子地区のもやせるごみは､毎週水曜日に収集します。�
○ごみは、必ず当日の午前8時30分までに集積所に出してください（収集車が回収する時刻に合わせての搬出や
前夜出しはしないでください）。�

○びんは、色により3種類（①透明、②茶色、③その他）に分けて、それぞれ資源の袋（赤）に 入れて出して
ください。�

○缶類とプラスチック類は、それぞれに分けて資源の袋（赤）に入れて出してください。�
�
◎スプレー缶や使い捨てガスライターのごみの出し方について�
　次のことをきちんと守ってごみ出しをしてください。�
　★スプレー缶などは、①中身を必ず使い切ること。②必ず穴を開けること。（風通しの良いところで）�
　★ガスライターは、ガスを使い切ること。�
�
◎祝日に伴う収集日の変更について�
　大鷹沢・白川・小下倉、鷹巣地区の資源ごみ（缶・プラスチック）は20日（火）に、大鷹沢田中、市街東北本
線東側地区のもやせないごみは26日（月）に収集日が変更になります。お間違えないようお願いします。�

●廃棄物不法投棄防止強化月間スタート！�
　わたしたちの日常生活や事業活動からは、毎日大量の廃棄物が出されています。　
　一部の心ない人たちによって、空き缶などを人目につきにくい山間や河川、道路や空き地などに安易に捨
てられるといったケースが後を絶ちません。このようなルールを守らない行為は、わたしたちの郷土の自然
や快適な生活環境を損なうことになります。
　市では不法投棄禁止の看板を設置し防止するための呼びかけをしています。美しいふるさと白石を次の世
代に残すため、一人ひとりがごみを減らすことに努めるとともに自らのごみについて責任を持ち、決められ
たルールに従って処理するよう心がけ、不法投棄をなくしましょう。

  9日（金）�
30日（金）�
16日（金）�
30日（金）�

  8日（木）�
29日（木）�
15日（木）�
29日（木）�

20日（火）�
に変更です�

26日（月）�
に変更です�

  9日（金）�
30日（金）�
16日（金）�
30日（金）�

26日（月）�
に変更です�

20日（火）�
に変更です�

20日（火）�
に変更です�
20日（火）�
に変更です�

〈注意事項〉：犬を登録している方は、鑑札（小判形）をご持参してください（保健所の職員が来るまで待っていただくことがあります）。
猫の場合は、必ず麻袋など丈夫な袋に入れてください。また、届出書が必要となりますので印鑑をご持参ください。

●日時：９月８日（木）、29日（木）　11：00～11：30（時間厳守）�
●場所：白石市健康センター前�

☆飼えない犬・猫の引き取り日のお知らせ�

公立刈田綜合病院紹介公立刈田綜合病院紹介
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乳
幼
児
ま
た
は
心
身
障
害
者
の
方

で
、
次
に
該
当
す
る
方
の
医
療
費
を
助

成
し
て
お
り
ま
す
。

●
乳
幼
児

・
外
来
は
0
歳
か
ら
3
歳
ま
で
（
4
歳

に
な
っ
た
月
ま
で
助
成
さ
れ
ま
す
。）

・
入
院
は
0
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま

で
。

※
既
に
4
歳
に
到
達
し
た
方
が
入
院
に

か
か
る
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
更

新
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
自
動
更
新
の
対
象
と
は
し
て
お
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

●
心
身
障
害
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
「
1
級
」「
2
級
」

及
び
「
内
部
障
害
3
級
」
を
お
持
ち
の

方・
療
育
手
帳
「
Ａ
」
を
お
持
ち
の
方

（
※
職
親
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方
に

つ
い
て
は
、
療
育
手
帳
「
Ｂ
」
を
お
持

ち
の
方
も
該
当
し
ま
す
。）

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
障
害
程
度
が

「
1
級
」
に
該
当
す
る
方

助
成
を
受
け
る
に
は
、
事
前
に
「
受

給
資
格
登
録
申
請
」
を
し
て
、「
受
給

者
証
」
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
受
給
者
証
の
交
付
以
前

に
受
診
し
た
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
助

成
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
の
で
、
所
得
の
状
況
に
よ

っ
て
は
該
当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
方
は
、9
月
下

旬
ご
ろ
、新
し
い
受
給
者
証
が
郵
送
さ
れ

ま
す
。（
所
得
制
限
に
よ
り
該
当
し
な
い

場
合
も
通
知
で
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。）

た
だ
し
、平
成
17
年
1
月
1
日
現
在
、他

の
市
町
村
に
居
住
し
て
い
た
方
な
ど
に
つ

い
て
は
、更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
次
の
事
項
に
異
動
ま
た
は
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は
、
届
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す
。

保
護
者
、
健
康
保
険
、
住
所
、
振
込

口
座
、
受
給
資
格
の
喪
失
（
市
外
へ
転

出
す
る
場
合
な
ど
）

M
福
祉
事
務
所
　
社
会
福
祉
係

0
2
2
―
1
4
0
0

市
で
は
、
病
院
外
で
の
心
停
止
な
ど

に
対
応
す
る
た
め
、
7
月
に
本
庁
舎
や

各
中
学
校
、
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
な
ど

合
わ
せ
て
12
カ
所
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体

外
式
除
細
動
器
）
を
設
置
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
市
職
員
が
万
が
一
の

と
き
に
備
え
て
、
機
器
の
取
り
扱
い
な

ど
の
講
習
を
受
け
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
商
法
、
身
に
覚
え
は
あ
り
ま

せ
ん
か
…
？
」

●
点
検
商
法

「
無
料
点
検
で
す
」
な
ど
と
言
っ
て

家
に
上
が
り
込
み
、
点
検
し
た
後
、
不

安
を
あ
お
っ
て
高
額
な
工
事
や
商
品
購

入
の
契
約
を
さ
せ
ら
れ
る
。

〈
例
え
ば
…
〉

訪
問
販
売
員：

「
屋
根
の
無
料
点
検
中

な
の
で
み
て
あ
げ
ま
す
よ
。」

消
費
者：

「
そ
う
？
じ
ゃ
あ
、
み
て
も

ら
お
う
か
し
ら
。」

（
点
検
後
）訪
問
販
売
員：

「
こ
の
ま
ま
だ

と
地
震
が
来
た
ら
家
が
倒
れ
ま
す
よ
。今

日
契
約
す
る
な
ら
特
別
に
割
引
し
ま
す
。」

消
費
者：

「
じ
ゃ
あ
、
契
約
し
ま
す
。」

●
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

・
不
意
に
訪
れ
て
、
簡
単
に
見
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
を
点
検
す
る
業
者
に
注
意
！

・
「
配
水
管
の
無
料
点
検
」
な
ど
は
、

家
に
上
が
り
込
む
た
め
の
口
実
で
す
。

・
本
当
に
工
事
が
必
要
か
、
知
り
合
い

や
地
元
の
工
務
店
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

・
言
い
な
り
に
な
っ
て
契
約
す
る
と
、屋

根
工
事
、外
壁
工
事
、風
呂
工
事
と
次
々

に
契
約
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

訪
問
販
売
で
商
品
な
ど
を
勧
め
ら
れ

疑
問
に
思
っ
た
ら
、
契
約
す
る
前
に
消

費
生
活
相
談
窓
口
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

M
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

0
2
2
―
0
7
8
3

（
相
談
日
　
月
・
水
・
金
9
時
〜
16
時
）

――― 思いやりのある良質で信頼される医療を目指して ―――

できた」などの意見が寄
せられていました。刈田
病院では今後も「ふれあ
い看護体験」を通じて医
療、保健、福祉分野で活
躍する人材を育成してい
きたいと考えています。

G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145G公立刈田綜合病院　025-2145

《７月27日に「ふれあい看護体験」を実施しました！！》

刈田病院では中学生や高校生の皆さんに病院の活動を
体験していただくため「ふれあい看護体験」を実施して
います。今年も白石市をはじめ近隣の市、町から18名
が参加しました。看護体験では実際に患者さんの足浴や
血圧の測定、車いす介助などを行います。参加者の多く
は将来、医師や看護師など医療系の仕事に携わりたいと

考えていて、看護体験に
真剣に取り組んでいまし
た。終了後、参加者から
は「患者さんとふれあう
ことができて大変良かっ
た」「看護の仕事を体験
でき生の声を聞くことが

⑲地域とともに歩む病院として（その13）

乳
幼
児
、心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の
登
録（
更
新
）手
続
き
に
つ
い
て

悪
質
商
法
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！

〜
訪
問
販
売
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
わ
な
い
た
め
に
〜

市
内
施
設
12
カ
所
に

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
し
ま
し
た

▲足浴の様子 ▲看護師との交流（前列が体験者）

▲血圧測定の様子


